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平成２２年３月１９日判決言渡・同日原本領収 裁判書記官  

平成●●年（○○）第●●号 供託金還付請求権確認請求事件（甲事件） 

平成●●年（○○）第●●号 同独立当事者参加事件（乙事件） 

口頭弁論終結日 平成２２年１月２６日 

 

判     決 

原告     株式会社Ｘ 

被告     株式会社Ｙ１ 

被告     Ｙ２銀行株式会社 

被告     Ｙ３ 

被告     Ｙ４ 

被告     Ｙ５ 

被告     Ｙ６ 

被告     Ｙ７ 

被告兼参加人 国 

 

主     文 

１ 原告の被告兼参加人国に対する訴え、被告Ｙ７との間において原告が別紙供託

金目録１記載の供託金のうち４９９万７５４１円の還付請求権を有することの確

認を求める訴え、被告株式会社Ｙ１及び被告Ｙ２銀行株式会社との間において原

告が別紙供託金目録２記載の供託金のうち７６万５４０１円、別紙供託金目録３

記載の供託金のうち９２３万０９９１円の各還付請求権を有することの確認を求

める訴えをいずれも却下する。 

２ 原告と被告株式会社Ｙ１、被告Ｙ２銀行株式会社、被告Ｙ３、被告Ｙ４、被告

Ｙ５及び被告Ｙ６との間において、原告が別紙供託金目録１記載の供託金のうち

４９９万７５４１円の還付請求権を有することを確認する。 
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３ 原告と被告Ｙ３、被告Ｙ４、被告Ｙ５、被告Ｙ６及び被告Ｙ７との間において、

原告が別紙供託金目録２記載の供託金のうち７６万５４０１円の還付請求権を有

することを確認する。 

４ 原告と被告Ｙ３、被告Ｙ４、被告Ｙ５、被告Ｙ６との間において、原告が別紙

供託金目録３記載の供託金のうち９２３万０９９１円の還付請求権を有すること

を確認する。 

５ 被告株式会社Ｙ１、被告Ｙ２銀行株式会社、被告Ｙ３、被告Ｙ４、被告Ｙ５及

び被告Ｙ６と被告兼参加人国との間において、別紙供託金目録１記載の供託金に

つき、被告兼参加人国が還付請求権の取立権を有することを確認する。 

６ 被告Ｙ３、被告Ｙ４、被告Ｙ５、被告Ｙ６及び被告Ｙ７と被告兼参加人国との

間において、別紙供託金目録２記載の供託金につき、被告兼参加人国が還付請求

権の取立権を有することを確認する。 

７ 被告Ｙ３、被告Ｙ４、被告Ｙ５、被告Ｙ６及び被告Ｙ７と被告兼参加入国との

間において、別紙供託金目録３記載の供託金につき、被告兼参加人国が還付請求

権の取立権を有することを確認する。 

８ 訴訟費用は、甲事件、乙事件を通じて、次のとおりとする。 

（１）原告に生じた費用は、これを１０００分し、その４５ずつを被告株式会社Ｙ

１及び被告Ｙ２銀行株式会社の負担とし、その１２５ずつを被告Ｙ３、被告Ｙ

４、被告Ｙ５及び被告Ｙ６の負担とし、その８５を被告Ｙ７の負担とし、その

余を原告の負担とする。 

（２）被告株式会社Ｙ１に生じた費用は、これを１００分し、その８を原告の、そ

の余を同被告の負担とする。 

（３）被告Ｙ２銀行株式会社に生じた費用は、これを１００分し、その８を原告の、

その余を同被告の負担とする。 

（４）被告Ｙ３、被告Ｙ４、被告Ｙ５及び被告Ｙ６に生じた費用は、各自の負担と

する。 
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（５）被告Ｙ７に生じた費用は、これを１００分し、その４を原告の、その余を同

被告の負担とする。 

（６）被告兼参加人国に生じた費用は、これを１００分し、その９を原告の、その

余を被告兼参加人国以外の被告らの負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 甲事件の請求 

（１）原告と被告らとの間において、原告が別紙供託金目録１記載の供託金のう

ち４９９万７５４１円の還付請求権を有することを確認する。 

（２）原告と被告らとの間において、原告が別紙供託金目録２記載の供託金のう

ち７６万５４０１円の還付請求権を有することを確認する。 

（３）原告と被告らとの間において、原告が別紙供託金目録３記載の供託金のう

ち９２３万０９９１円の還付請求権を有することを確認する。 

２ 乙事件の請求 

主文５ないし７項と同旨 

第２ 事案の概要 

甲事件は、別紙供託金目録１ないし３記載の各供託金（以下、同目録の番号に

従って「本件供託金１」などといい、上記各供託金を併せて「本件各供託金」と

いう。）の被供託者である原告が、被供託者である被告ら（被告兼参加人国を除

く。）及び本件各供託金還付請求権を差し押さえた被告兼参加人国との間におい

て、本件各供託金還付請求権の一部が原告に帰属することの確認を求めている事

案である。 

乙事件は、原告に対する租税債権及び社会保険料等債権を徴収するために本件

各供託金還付請求権を差し押さえた被告兼参加人国が、主文第５項ないし第７項

のとおり、本件各供託金の被供託者であるその余の被告らとの間で、本件各供託
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金還付請求権の取立権が被告兼参加人国に帰属することの確認を求めている事案

である。 

１ 前提事実（各項目の末尾に証拠等の掲記のない事実は、当事者間に争いがな

いか、明らかに争わない事実である。） 

（１）本件供託金１の供託の経緯等 

ア 原告は、広告代理業等を業とする株式会社である。 

原告は、株式会社Ａ（以下「Ａ」という。）に対し、平成２１年１月２

０日締めの請負契約（以下「本件契約１」という。）に基づく請負代金債

権６３５万９６１２円（支払日を同年２月２０日までとするもの。以下「本

件債権１」という。）を有していた（丙１４、弁論の全趣旨）。 

イ 原告のＡに対する本件債権１を含む売掛金債権については、以下の（ア）

及び（カ）のとおり、債権譲渡登記（いずれも譲渡人を原告とするもの）

がされ、Ａに対しその旨の通知がされ、また、以下の（イ）ないし（オ）

のとおり、Ａに対し債権譲渡通知（いずれも譲渡人を原告とするもの）が

された（丙１４）。 

（ア）登記日時  平成２０年８月２２日１４時４９分 

通知到達日 平成２０年１１月２８日 

譲受人   被告株式会社Ｙ１（以下「被告Ｙ１」という。） 

譲渡債権  平成２０年１月１日から平成２５年７月２３日までに生

じる原告の売掛金債権６３５万９６１２円 

（イ）通知到達日 平成２０年１１月２８日 

譲受人   被告Ｙ４（以下「被告Ｙ４」という。） 

譲渡債権  原告の売掛金債権及び今後生じる売掛金債権全額６３５

万９６１２円 

（ウ）通知到達日 平成２０年１１月２８日 

譲受人   被告Ｙ３（以下「被告Ｙ３」という。） 
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譲渡債権  原告の売掛金債権及び今後生じる売掛金債権全額６３５

万９６１２円 

（エ）通知到達日 平成２０年１１月２８日 

譲受人   被告Ｙ５（以下「被告Ｙ５」という。） 

譲渡債権  原告の売掛金債権及び今後生じる売掛金債権全額６３５

万９６１２円 

（オ）通知到達日 平成２０年１２月１日 

譲受人   被告Ｙ６（以下「被告Ｙ６」という。） 

譲渡債権  原告の売掛金債権及び今後生じる売掛金債権全額６３５

万９６１２円 

（カ）登記日時  平成２０年１１月５日１４時３分 

通知到達日 平成２０年１２月２日 

譲受人   被告Ｙ２銀行株式会社（以下「被告Ｙ２銀行」という。） 

譲渡債権  当該債権譲渡通知到達日から平成２１年１０月２８日ま

でに生じる売掛金債権６３５万９６１２円 

ウ 被告兼参加人国は、平成２０年１２月２日、原告に対する別紙社会保険

料等債権目録１記載の滞納社会保険料等合計４１２万９６６９円のうち４

０８万６５６９円（４１２万９６６９円から平成２０年４月分の延滞金の

一部である４万３１００円を控除した金額。以下、上記４０８万６５６９

円の社会保険料等債権を「本件社会保険料等債権１」という。）を徴収す

るため、厚生年金保険法８６条５項、８７条、８９条、健康保険法１８５

条、児童手当法２２条１項（以下「上記各規定を併せて「厚生年金保険法

８６条５項等」という。）の準用する国税徴収法６２条に基づき、滞納処

分として本件債権１を差し押さえ、その債権差押通知書は、同月３日、Ａ

に送達された（丙２の１、３、４）。 

エ Ａは、本件契約１においては本件債権１につき譲渡禁止特約が付されて
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おり、本件債権１に係る譲受人らの善意・悪意が不明であって、Ａの過失

なくして真の債権者を確知することができないとして、平成２１年２月１

９日、民法４９４条に基づき、被供託者を原告、被告Ｙ１、被告Ｙ４、被

告Ｙ３、被告Ｙ５、被告Ｙ６又は被告Ｙ２銀行として、本件債権１全額を

供託した（丙１４）。 

オ 本件債権１は、被告Ｙ１、被告Ｙ４、被告Ｙ３、被告Ｙ５及び被告Ｙ２

銀行には譲渡されていない（なお、本件債権１が被告Ｙ６に譲渡されたか

どうかについては、後記２（２）のとおり、原告及び被告兼参加人国と被

告Ｙ６との間で争いがある。）。 

（２）本件供託金２の供託の経緯等 

ア 原告は、株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）に対し、平成２０年１０月

３１日締めの請負契約（以下「本件契約２」という。）に基づく請負代金

債権９７万４０１０円（支払日・同年１２月１０日。以下「本件債権２」

という。）を有していた（丙１５）。 

イ Ｂは、以下のとおり、原告が本件債権２を譲渡した旨の債権譲渡通知を

受けた（丙１５）。 

（ア）通知到達日 平成２０年１１月２８日 

譲受人   被告Ｙ３ 

（イ）通知到達日 平成２０年１１月２８日 

譲受人   被告Ｙ４ 

（ウ）通知到達日 平成２０年１１月２８日 

譲受人   被告Ｙ５ 

（エ）通知到達日 平成２０年１２月１日 

譲受人   被告Ｙ６ 

（オ）通知到達日 平成２０年１２月５日 

譲受人   被告Ｙ７（以下「被告Ｙ７」という。） 
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ウ 被告兼参加人国は、平成２０年１２月２日、原告に対する本件社会保険

料等債権１を徴収するため、厚生年金保険法８６条５項等の準用する国税

徴収法６２条に基づき、滞納処分として、本件債権２を含む原告のＢに対

する売掛金債権すべてを差し押さえ、その債権差押通知書は、同月３日、

Ｂに送達された（丙２の１、５、６、１５）。 

エ Ｂは、本件債権２の帰属につき本件供託金２の被供託者間で争いがある

ため、Ｂの過失なくして真の債権者を確知することができないとして、平

成２１年５月２２日、民法４９４条に基づき、被供託者を原告、被告Ｙ３、

被告Ｙ４、被告Ｙ５、被告Ｙ６又は被告Ｙ７として、本件債権２全額を供

託した（丙１５）。 

オ 本件債権２は、被告Ｙ３、被告Ｙ４、被告Ｙ５及び被告Ｙ７には譲渡さ

れていない（なお、本件債権２が被告Ｙ６に譲渡されたかどうかについて

は、後記２（２）のとおり、原告及び被告兼参加人国と被告Ｙ６との間で

争いがある。）。 

（３）本件供託金３の供託の経緯等 

ア 原告は、Ｂに対し、平成２０年１１月３０日締めの請負契約（以下「本

件契約３」という。）に基づく請負代金債権１１７４万６８８１円（支払

日・平成２１年１月１０日。以下「本件債権３」といい、本件債権１ない

し３を併せて「本件各債権」という。）を有していた（丙１６）。 

イ Ｂは、以下のとおり、原告が本件債権３を譲渡した旨の通知を受けた（丙

１６）。 

（ア）通知到達日  平成２０年１１月２８日 

譲受人    被告Ｙ３ 

（イ）通知到達日  平成２０年１１月２８日 

譲受人    被告Ｙ４ 

（ウ）通知到達日  平成２０年１１月２８日 
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譲受人    被告Ｙ５ 

（エ）通知到達日  平成２０年１２月１日 

譲受人    被告Ｙ６ 

（オ）通知到達日  平成２０年１２月５日 

譲受人    被告Ｙ７ 

ウ 被告兼参加人国は、平成２０年１２月２日、原告に対する本件社会保険

料等債権１を徴収するため、厚生年金保険法８６条５項等の準用する国税

徴収法６２条に基づき、滞納処分として、本件債権３を含む原告のＢに対

する売掛金債権すべてを差し押さえ、その債権差押通知書は、同月３日、

Ｂに送達された（丙２の１、５、６、１６）。 

エ Ｂは、本件債権３の帰属につき本件供託金３の被供託者間で争いがある

ため、Ｂの過失なくして真の債権者を確知することができないとして、平

成２１年５月２２日、民法４９４条に基づき、被供託者を原告、被告Ｙ３、

被告Ｙ４、被告Ｙ５、被告Ｙ６又は被告Ｙ７として、本件債権３全額を供

託した（丙１６）。 

オ 本件債権３は、被告Ｙ３、被告Ｙ４、被告Ｙ５、被告Ｙ７には譲渡され

ていない（なお、本件債権３が被告Ｙ６に譲渡されたかどうかについては、

後記２（２）とおり、原告及び被告兼参加人国と被告Ｙ６との間で争いが

ある。）。 

（４）被告兼参加人国による本件各供託金還付請求権の差押え等 

被告兼参加人国は、平成２１年４月３０日、原告に対する別紙租税債権目

録記載の租税債権合計１３７８万０２９４円（以下「本件租税債権１」とい

う。）を徴収するため、国税徴収法６２条に基づき、滞納処分として本件供

託金１の還付請求権を差し押さえ、その債権差押通知書は、同年５月７日、

東京法務局供託官に送達された。 

また、被告兼参加人国は、同年７月７日、原告に対する別紙社会保険料等



 

 9 

債権目録２記載の滞納社会保険料等債権合計６４５万３２０７円（以下「本

件社会保険料等債権２」という。）を徴収するため厚生年金保険法８６条５

項等の準用する国税徴収法６２条に基づき、滞納処分として本件各供託金還

付請求権を差し押さえ、各債権差押調書は、同月９日、東京法務局供託官に

送達された（乙イ１ないし３、丙１の１、２の２、７ないし９、弁論の全趣

旨）。 

２ 争点及びこれに対する当事者の主張の要旨 

（１）争点１（原告の被告兼参加人国に対する訴えの適否－確認の利益の有無）

について 

（原告の主張） 

被告兼参加人国は、原告に対し本件社会保険料等債権１を有しているから、

その債権総額４０８万６５６９円を各供託金の額に応じて按分した以下のアな

いしウの「被告兼参加人国帰属分」欄記載の各金額の限度で、本件各供託金に

係る還付請求権を有している。 

一方、本件各供託金の各残金（以下のアないしウの「原告帰属分」欄記載の

各金額）に係る還付請求権は、原告に帰属している。 

よって、原告は、被告らとの間において、上記各残金に係る各還付請求権が

原告に帰属することの確認を求める。 

ア 本件供託金１（供託金額６３５万９６１２円）について 

被告兼参加人国帰属分  １３６万２０７０円 

原告帰属分       ４９９万７５４１円 

イ 本件供託金２（供託金額９７万４０１０円）について 

被告兼参加人国帰属分   ２０万８６０９円 

原告帰属分        ７６万５４０１円 

ウ 本件供託金３（供託金額１１７４万６８８１円）について 

被告兼参加人国帰属分  ２５１万５８９０円 
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原告帰属分       ９２３万０９９１円 

（被告兼参加人国の主張） 

被告兼参加人国は、本件各供託金還付請求権が原告に帰属することを前提と

して、その取立権が被告兼参加人国に帰属すると主張するものであるから、被

告兼参加人国との関係で、原告の権利又は法律上の地位に現に危険・不安が生

じているとはいえない。 

また、被告兼参加人国は、前記１（４）のとおり、厚生年金保険法８６条５

項等及び国税徴収法６２条に基づき、本件各供託金還付請求権全額を差し押さ

えており、その差押えの効力は、本件租税債権及び本件社会保険料等債権２の

金額を超えて本件各供託金の全額に及んでいる。仮に原告が甲事件において被

告兼参加人国に勝訴したとしても、被告兼参加人国の上記差押えの効力は失わ

れず、原告は、本件各供託金の一部ですら還付を受けることはできないから、

原告に、被告兼参加人国に対する訴えにつき、供託金還付手続との関係で手続

的利益があるともいえない。 

よって、原告の被告兼参加人国に対する訴えは、確認の利益を欠くから却下

されるべきである。 

（２）争点２（本件各債権が被告Ｙ６に譲渡されたかどうか）について 

（被告Ｙ６の主張） 

ア Ｃ（以下「Ｃ」という。）は、平成２０年１０月３１日、原告に対し、弁

済期を平成２１年１月１０日利息の支払日を毎月２５日として３００万円を

貸し付け、その際、原告との間で、原告の期限の利益喪失を停止条件として、

原告が本件各債権をＣ又は同人の指定する第三者に譲渡する旨の債権譲渡担

保契約を、締結した。 

イ 被告Ｙ６は、平成２０年１１月５日、Ｃに対し、利率年１５％、遅延損害

金の割合年１８％、利息の支払日を毎月２５日とする約定により３００万円

を貸し付けた。 
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被告Ｙ６は、その際、上記貸金債権の担保として、Ｃから、Ｃが原告に対

して有する上記アの３００万円の貸金債権を譲り受けると共に、Ｃが上記ア

の債権譲渡担保契約に基づいて原告から預かっていた本件各債権の債権譲渡

通知書（通知人欄に原告の記名押印のあるもの）、債権譲渡通知書発送に関

する委任状の交付を受けた。 

ウ 被告Ｙ６は、Ｃが前記イの利息の支払日である平成２０年１１月２５日に

利息を支払わなかったため、上記委任状に基づき、同月２８日、債権譲受人

を被告Ｙ６として、上記イの債権譲渡通知書をＡ及びＢに発送した。 

エ 以上のとおり、本件各債権は原告から被告Ｙ６に譲渡されたから、本件各

供託金還付請求権は被告Ｙ６に帰属する。 

（原告及び被告兼参加人国の主張）  

原告は、Ｃなる人物を知らず、Ｃから借入れをしたことはなく、Ｃの原告に

対する貸金債権が被告Ｙ６に譲渡された旨の債権譲渡通知を受けたこともない。

被告Ｙ６は、原告に対して何らの債権も有しておらず、原告に対する債権の担

保として原告から本件各債権の譲渡を受けたこともないから、本件各供託金還

付請求権は、同被告ではなく原告に帰属している。 

（３）争点３（本件各供託金還付請求権の取立権が被告兼参加人国に帰属するか

どうか）について 

（被告兼参加人国の主張） 

被告兼参加人国は、前記１（４）のとおり、平成２１年４月３０日、本件租

税債権を徴収するために原告の本件供託金１の還付請求権を差し押さえ、また、

同年７月７日、本件社会保険料等債権２を徴収するために本件各供託金還付請

求権を差し押さえ、これによって、国税徴収法６７条の規定に基づき、本件各

供託金還付請求権の取立権を取得した。 

（被告Ｙ６の主張） 

被告兼参加人国の主張は、争う。 
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第３ 判断 

１ 争点１（原告の被告兼参加人国に対する訴えの適否－確認の利益の有無）に

ついて 

原告は、甲事件において、被告兼参加人国との間においても、本件各供託金

還付請求権の一部（本件各供託金の額から、本件社会保険料等債権１の額を各

供託金額に応じて按分した額を控除した各残額に係る各還付請求権）が原告に

帰属することの確認を求めているが、被告兼参加人国は、本件各供託金還付請

求権が原告に帰属することを争っておらず、むしろ、本件各供託金還付請求権

全部が原告に帰属することを前提として、その取立権を被告兼参加人国が有す

る旨を主張しているのであるから、本件各供託金還付請求権の帰属に関し、被

告兼参加人国との関係において、原告の地位に現に危険・不安が生じていると

はいえない。 

また、前記第２の１（４）の事実及び証拠（乙イ１ないし３、丙１の１ない

し２の３、７ないし９）並びに弁論の全趣旨によれば、被告兼参加人国は、平

成２１年４月３０日、原告に対する本件租税債権１を徴収するために、国税徴

収法６２条に基づいて、滞納処分として、本件供託金１の還付請求権を差し押

さえ、同年７月７日には、原告に対する本件社会保険料等債権２を徴収するた

めに、厚生年金保険法８６条５項等の準用する国税徴収法６２条に基づいて、

滞納処分として、本件各供託金還付請求権を差し押さえたことが認められる。 

上記各差押えの効力は本件各供託金の全額に及んでおり、仮に、甲事件にお

いて、判決をもって、本件供託金３のうち本件社会保険料等債権２の額を超え

る部分に係る還付請求権が原告に帰属することを原告と被告兼参加人国との間

で確認したとしても、そのことによって、上記部分に及んでいる上記差押えの

効力が失われ、原告が上記部分の還付を受けられるようになるものではない（な

お、付言するに、本件租税債権の額は本件供託金１の額を、本件社会保険料等

債権２の額は本件供託金２の額を、それぞれ上回っている。）。したがって、



 

 13 

被告兼参加人国との間において上記部分に係る還付請求権が原告に帰属するこ

とを判決をもって確認することにつき、原告に供託金の還付を受けるための手

続的利益があるともいえない。 

よって、原告の被告兼参加人国に対する訴えは、確認の利益を欠く不適法な

ものというべきである。 

２ 被供託者とされていないその余の被告に対する訴えの適否について 

原告は、甲事件において、本件供託金１の被供託者とされていない被告Ｙ７

との間においても、原告が本件供託金１のうち４９９万７５４１円の還付請求

権を有することの確認を求め、また、本件供託金２及び３の被供託者とされて

いない被告Ｙ１及び被告Ｙ２銀行との間においても、原告が本件供託金２のう

ち７６万５４０１円、本件供託金３のうち９２３万０９９１円の各還付請求権

を有することの確認を求めている。 

しかしながら、上記各被告は、上記のとおり、上記各供託金の被供託者では

ないからその還付を受けることができないことが明らかである上に、上記各供

託金の還付請求権が自らに帰属する旨を主張しておらず、上記各供託金の還付

請求権の帰属につき原告との間で争いがあるとは認められない。したがって、

原告の被告Ｙ７、被告Ｙ１及び被告Ｙ２銀行に対する上記各訴えも、確認の利

益を欠く不適法なものというべきである。 

３ 争点２（本件各債権が被告Ｙ６に譲渡されたかどうか）について 

（１）原告及び被告兼参加人国と被告Ｙ１、被告Ｙ２銀行、被告Ｙ４、被告Ｙ３、

被告Ｙ５及び被告Ｙ７との間においては、本件各債権が原告に帰属している

ことにつき争いがない（被告Ｙ２銀行は、本件第１回弁論準備手続期日にお

いて陳述したものとみなされた答弁書において、甲事件の請求原因事実を認

める旨を述べるにとどまり、甲事件につき何らの抗弁も主張しない。また、

被告Ｙ１、被告Ｙ４、被告Ｙ３、被告Ｙ５及び被告Ｙ７は、本件口頭弁論期

日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないから、甲事件の請求原
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因事実を争うことを明らかにしないものとして自白したものとみなされる。）。 

（２）被告Ｙ６は、原告はＣから３００万円を借り入れた際、Ｃとの間で、期限

の利益喪失を停止条件として本件各債権をＣ又は同人の指定する第三者に譲

渡する旨の債権譲渡担保契約を締結した旨、及び、同被告はＣに３００万円

を貸し付けた際、その担保として、Ｃから同人の原告に対する貸金債権３０

０万円を譲り受け、その後、上記債権譲渡担保契約に基づいて原告から本件

各債権を譲り受けた旨を主張し、これを裏付ける証拠として、原告作成名義

のＣ宛ての「売掛債権譲渡通知書発送に関する委任状及び承諾書」（乙ロ１。

以下「本件委任状等」という。）、被告Ｙ６とＣとの間の平成２０年１１月

５日付けの３００万円の金銭消費貸借契約証書（乙ロ３）、原告作成名義の

Ｃ宛ての３００万円の連帯借用証書（乙ロ５）等を提出する。 

しかしながら、上記連帯借用証書（乙ロ５）には債権譲渡担保合意に関す

る記載はなく、上記連帯借用証書は上記債権譲渡担保契約の存在を裏付ける

ものとはいえない。 

また、被告Ｙ６とＣとの間の上記金銭消費貸借契約証書（乙ロ３）には、

その特約事項欄に、原告の債権を担保とする旨が記載されていることが認め

られるが、仮に、上記記載によって、被告Ｙ６とＣが原告の債権を担保とす

る旨の合意をした事実が認められるとしても、同事実のみでは、原告がＣと

の間で前記債権譲渡担保契約を締結した事実を推認するには足りないものと

いうべきである。また、上記の程度の記載では、譲渡の対象とされる債権が

特定されているともいえない。 

さらに、本件委任状等（乙ロ１）には、原告は、Ｃ又は同人が指定する第

三者を代理人と定めて、元金及び利息返済の遅延等により借入金につき期限

の利益を喪失した場合に、停止条件付きで事前に預けた売掛債権譲渡通知書

発送の権限を委任する旨が記載されていることが認められるものの、いかな

る売掛債権についての譲渡通知書の発送を委任するのかに関しては記載がな
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い上に、被告Ｙ６は、上記記載にいう売掛債権譲渡通知書を証拠として提出

しない。以上のことに照らすと、本件委任状等も、本件各債権についての原

告とＣとの間の債権譲渡担保契約の成立を裏付けるものとはいえないという

べきである。そして、他に上記債権譲渡担保契約の成立を認めるに足りる証

拠はない。 

なお、仮に、本件委任状等によって、原告が、Ｃとの間で、Ｃからの借入

金債務につき期限の利益を喪失することを停止条件として、本件各債権をＣ

又は同人の指定する第三者に譲渡することを合意した事実が認められるとし

ても、証拠（乙ロ５）によれば、前記連帯借用証書においては、原告がＣか

ら借り入れた３００万円の弁済期は平成２１年１月１０日までとされており、

利息の支払時期については記載がないことが認められる。そして、他に、原

告とＣが利息の支払時期を合意していたことを認めるに足りる証拠はないか

ら、Ａ及びＢに対して本件各債権が原告から被告Ｙ６に譲渡された旨の通知

がされた平成２０年１２月１日の時点において、原告がＣからの借入金債務

につき期限の利益を喪失し、上記停止条件が成就していた旨をいう被告Ｙ６

の主張を採用することはできない。 

したがって、本件各債権を原告から譲り受けた旨をいう被告Ｙ６の前記主

張は、採用することができない。 

４ 争点３（本件各供託金還付請求権の取立権が被告兼参加人国に帰属するかど

うか）について 

（１）被告兼参加人国と被告Ｙ１、被告Ｙ２銀行、被告Ｙ４、被告Ｙ３、 被告Ｙ

５及び被告Ｙ７との間においては、被告兼参加人国が本件各供託金還付請求

権の取立権を有することにつき争いがない（被告Ｙ１、被告Ｙ２銀 行、被

告Ｙ４、被告Ｙ３、被告Ｙ５及び被告Ｙ７は、本件口頭弁論期日に出頭せず、

乙事件につき、答弁書その他の準備書面を提出しないから、乙事件の請求原

因事実を争うことを明らかにしないものとして自白したものとみなす。）。 
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（２）被告Ｙ６は、本件各供託金還付請求権の取立権を有する旨の被告兼参加人

国を争っているが、既に判示したところによれば、本件各債権は依然として

原告に帰属しているといえるから、本件各供託金還付請求権も原告に帰属し

ているということができる。そして、前記１で判示したとおり、被告兼参加

人国は、平成２１年４月３０日、原告に対する本件租税債権を徴収するため

に、国税徴収法６２条に基づいて本件供託金１の還付請求権を差し押さえ、

その旨の債権差押通知書が同年５月７日に東京法務局供託官に送達されてお

り、同年７月７日には、原告に対する本件社会保険料等債権２を徴収するた

めに、厚生年金保険法８６条５項等の準用する国税徴収法６２条に基づいて

本件各供託金還付請求権を差し押さえ、その旨の各債権差押通知書が同月９

日に東京法務局供託官に送達されたというのであるから、被告兼参加人国は、

上記各差押えによって本件各供託金還付請求権の取立権を取得したというこ

とができる（国税徴収法６７条）。 

（３）以上によれば、本件各供託金還付請求権の取立権を有することの確認を求

める被告兼参加人国の各請求は、いずれも理由がある。 

５ 結論 

よって、主文のとおり、判決する。 
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